
経済産業省 





番号 制度名

経産01 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除の延長・見直し

経産02 自社株式等を対価とした株式取得による事業再編の円滑化措置

経産03
地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（地域未来投資促
進税制）の拡充及び延長

経産04 中小企業者等の法人税率の特例の延長

経産05 所得拡大促進税制の見直し及び延長

経産06 特定事業継続力強化設備等の特別償却（中小企業防災・減災投資促進税制）の拡充及び延長

経産07 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充及び延長

経産08 技術研究組合の所得の計算の特例の延長

経産09 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（中小企業経営強化税制）の延長

経産10 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（中小企業投資促進税制）の延長

経産11
特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（商業・サービス業・農林水産業活性化
税制）の延長

経産12 中小企業による経営資源集約化の促進に係る税制措置の創設

経産13 （一社）日本卸電力取引所における同一法人内の自己約定取引に対する法人事業税に係る特例措置の延長

 経済産業省
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【適用状況】

政策目的

法人税 法人事業税 所得税

関係条項

要望内容

創設年度 H25 区分 延長

 措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

 租税特別措置法第42条の12の5、第68条の15の6、地方税法附則第9条

   H25経産50、51、H28経産10、H29
経産03

   世界・日本経済の状況や企業の経営環境がコロナ禍以前の水準に回復していくまでの数年の間、まずは、企業にお
ける雇用の維持及び事業の継続のために必要な人材の確保等を下支えしつつ、「新たな日常」への適応のための事業
の変革に向けた外部専門人材の獲得や社内人材の育成強化といった多様な人材投資を図っていくこと。

過去の政策評価の実績

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産01）
【基本情報】

 制度名
（措置名）

 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除の延長・見直し
   （給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除（雇用者給与等支給額が増加した場
合の法人税額の特別控除））

措置内容

平成30年度時点

(1) 国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、①から③までの要件の全てを満たすときは、給与等
支給増加額の15％（④の要件を満たすときは20％）の税額控除（当期の法人税額の20％を限度）が
できる。
① 雇用者給与等支給額が前期の雇用者給与等支給額を超えること
② 継続雇用者給与等支給額が前期の継続雇用者給与等支給額の103％以上であること
③ 国内設備投資額が当期償却費総額の90％以上であること
④ 教育訓練費の額が前2年の教育訓練費の額の年平均額の120％以上であること

(2) 中小企業者等が国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、①及び②の要件を満たすときは、
その中小企業者等の給与等支給増加額の15％（③及び④の要件を満たすときは25％）の税額控除
（当期の法人税額の20％を限度）ができる。
① 雇用者給与等支給額が前期の雇用者給与等支給額を超えること
② 継続雇用者給与等支給額が前期の継続雇用者給与等支給額の101.5％以上であること
③ 継続雇用者給与等支給額が前期の継続雇用者給与等支給額の102.5％以上であること
④ 次のいずれかの要件を満たすこと

イ 教育訓練費の額が前1年の教育訓練費の額の110％以上であること
ロ 経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされたこと

・ 中小企業者等以外の法人が給与等の引上げ及び設備投資を行った場合に係る措置の適用要件のうち国内設備
投資額に係る要件における当期償却費総額に乗ずる割合を、95％（改正前：90％）に引上げ
・ 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度の見直しの見直しに伴
い、雇用者給与等支給増加重複控除額を見直し

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

令和元年度税制改正以後 　従前どおり

令和2年度税制改正以後

（評価実施府省：経済産業省）

H23

H24

H25 10,874 42,001,405 16.7% 2,290,168

H26 78,261 247,788,961 14.6% 13,661,444

H27 90,594 277,407,538 10.2% 14,383,201

H28 99,134 318,412,523 11.0% 16,821,108

H29 120,977 384,881,109 8.7% 23,412,091

H30 131,201 352,528,277 7.9% 25,516,160

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）
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＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産02）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 － 区分 新設

【基本情報】

 制度名
（措置名）

（評価実施府省：経済産業省）

 自社株式等を対価とした株式取得による事業再編の円滑化措置
　（ー）

措置内容

平成30年度時点 　ー

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　ー

　ー

　ー

過去の政策評価の実績

　自社株式等を対価とした株式取得による事業再編の円滑化措置を講じることで、大規模なM&Aや成長性の高い企業によるM&Aなど、大胆な事業再編を促進し、「攻めの経営・投資」の強化を通じた
我が国企業・経済の更なる成長を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　我が国における事業再編の円滑化を図るため、株対価M&Aの課税繰延べ措置の創設を要望する。

　ー
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（評価実施府省：経済産業省）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税 所得税

関係条項

要望内容

創設年度 H29 区分 拡充・延長 　H28経産16、H30経産02

 　地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域に対する相当の経済的効果を及ぼす地域経済牽引事業の
実施を支援することにより、地域の成長発展の基盤強化を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 　課税特例要件のうち、事業の先進性に係る要件を、投資収益率・労働生産性に係る要件に改める。製品等のサ
プライチェーンの強靭化に資する事業等の類型を新たに追加する。措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間
延長する。

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産03）

 　地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特
別控除（地域未来投資促進税制）の拡充及び延長
　（地域経済牽引事業の促進地域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特
別控除）

措置内容

平成30年度時点
 　承認地域経済牽引事業者が、承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において、特定事業用機械等の取
得等をした場合には、取得価額の①40％（建物等は20％）の特別償却又は②4％（建物等は2％）の税額控
除（当期の法人税額の20％を限度）ができる。

令和元年度
税制改正以後

令和2年度
税制改正以後  　従前どおり

・　平成31年4月1日以後に特定法人が一定の承認地域経済牽引事業の用に供した機械装置及び器具備品につ
いては特別償却割合を50％（改正前：40％）に、税額控除割合を5％（改正前：4％）に、それぞれ引上げ
・　特定事業用機械等の基準取得価額の計算における適用投資額の上限を80億円（改正前：100億円）に引
下げ

【基本情報】

   制度名
（措置名）

 　租税特別措置法第42条の11の2、第68条の14の3

過去の政策評価の実績

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社

割合（法人
税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社

割合（法人
税・％）

地方税への影響額
（法人住民税・千円）

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29 2 40,858 － 4,150 5 54,008 － 2,403

H30 73 7,866,858 60.6% 891,233 112 4,103,332 57.5% 48,168

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載
※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）に基づき記載

特別償却 特別控除
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政策目的

法人税 法人住民税

関係条項

要望内容

創設年度 H21 区分 延長

　租税特別措置法第42条の3の2、第68条の8

過去の政策評価の実績

　 中小企業は、我が国経済の基盤であり、地域経済の柱として多くの雇用を担う存在であることから、その活性化や競
争力の向上を図るため、中小企業者等に係る法人税の軽減税率について、その期限の2年間の延長を行い、中小企
業者等の経営基盤を強化すること。

評価対象税目
義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

努力義務対象

 　H22経産14、H24経産10、H26経産
01、H28経産11、H30経産04

【基本情報】

 制度名
（措置名）

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産04）
【適用状況】

（評価実施府省：経済産業省）

　中小企業者等の法人税率の特例の延長
　（中小企業者等の法人税率の特例）

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

措置内容

平成30年度時点

  中小企業者等の各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を15％
（本則：19％）とする。
※ 中小企業者等
① 普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの若

しくは資本若しくは出資を有しないもの（保険業法に規定する相互会社等を除く。）又は人格のない社団等
② 一般社団法人等又はみなし公益法人等
③ 公益法人等（②を除く。）又は協同組合等
④ 特定の医療法人

H23 677,525 2,354,068,767 － 16,290,156

H24 704,491 2,497,902,794 － 17,285,488

H25 744,488 2,711,225,102 － 18,761,677

H26 793,337 2,939,589,059 － 20,341,956

H27 843,278 3,183,786,828 － 17,447,152

H28 888,592 3,402,072,723 － 17,554,695

H29 931,720 3,617,463,415 － 18,666,111

H30 960,103 3,766,224,352 － 19,433,717

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（法人住民税・千円）

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）
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【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 所得税

関係条項

要望内容

創設年度 H25 区分 延長

 措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

 租税特別措置法第42条の12の5、第68条の15の6

   H25経産50、51、H28経産10、H29
経産03

   賃上げによる所得拡大を促す税制措置を実施することで、消費の拡大による経済の好循環を作り出し、持続的な
経済成長を図ること。

過去の政策評価の実績

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産05）
【基本情報】

 制度名
（措置名）

 所得拡大促進税制の見直し及び延長
   （給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除（雇用者給与等支給額が増加した場
合の法人税額の特別控除））

措置内容

平成30年度時点

(1) 国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、①から③までの要件の全てを満たすときは、給与等
支給増加額の15％（④の要件を満たすときは20％）の税額控除（当期の法人税額の20％を限度）が
できる。
① 雇用者給与等支給額が前期の雇用者給与等支給額を超えること
② 継続雇用者給与等支給額が前期の継続雇用者給与等支給額の103％以上であること
③ 国内設備投資額が当期償却費総額の90％以上であること
④ 教育訓練費の額が前2年の教育訓練費の額の年平均額の120％以上であること

(2) 中小企業者等が国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、①及び②の要件を満たすときは、
その中小企業者等の給与等支給増加額の15％（③及び④の要件を満たすときは25％）の税額控除
（当期の法人税額の20％を限度）ができる。
① 雇用者給与等支給額が前期の雇用者給与等支給額を超えること
② 継続雇用者給与等支給額が前期の継続雇用者給与等支給額の101.5％以上であること
③ 継続雇用者給与等支給額が前期の継続雇用者給与等支給額の102.5％以上であること
④ 次のいずれかの要件を満たすこと

イ 教育訓練費の額が前1年の教育訓練費の額の110％以上であること
ロ 経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされたこと

・ 中小企業者等以外の法人が給与等の引上げ及び設備投資を行った場合に係る措置の適用要件のうち国内設備
投資額に係る要件における当期償却費総額に乗ずる割合を、95％（改正前：90％）に引上げ
・ 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度の見直しの見直しに伴
い、雇用者給与等支給増加重複控除額を見直し

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

令和元年度税制改正以後 　従前どおり

令和2年度税制改正以後

（評価実施府省：経済産業省）

H23

H24

H25 10,874 42,001,405 16.7% 2,290,168

H26 78,261 247,788,961 14.6% 13,661,444

H27 90,594 277,407,538 10.2% 14,383,201

H28 99,134 318,412,523 11.0% 16,821,108

H29 120,977 384,881,109 8.7% 23,412,091

H30 131,201 352,528,277 7.9% 25,516,160

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）
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＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産06）

 

政策目的

法人税 所得税

関係条項

要望内容

創設年度 R1 区分 拡充・延長

【基本情報】

   制度名
（措置名）

（評価実施府省：経済産業省）

　特定事業継続力強化設備等の特別償却（中小企業防災・減災投資促進税制）の拡充及び延長
　（ー）

措置内容

平成30年度時点 　ー

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

　青色申告書を提出する法人で中小企業者（適用除外事業者に該当するものを除く。）等であるもののうち中小企業等経営強化法の認定を受けた同法の中小企業者に該当するものが、中小企業の
事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日から令和3年3月31日までの間に、特定事業継続力強化設備等の取得等をして、これをその法人の事業の
用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、その特定事業継続力強化設備等の取得価額の20％相当額の特別償却ができる。

　租税特別措置法第44条の2、第68条の20

過去の政策評価の実績

  地域のサプライチェーンの中核を担う企業をはじめ、多くの中小企業に取り組んでいただくことにより、自然災害等発生時における中小企業の事業の継続が可能となること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　防災・減災のための設備投資に対する特別償却の対象を拡充する。措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

　H30経産08
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【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 所得税
関係条項

要望内容

創設年度 S42 区分 拡充・延長

　租税特別措置法第42条の4、第68条の9

過去の政策評価の実績

　 我が国の研究開発投資総額（平成30年度：19.5兆円）の約7割（同：14.2兆円）を占める民間企業の研
究開発投資を維持・拡大することにより、イノベーション創出に繋がる中長期・革新的な研究開発等を促し、我が国の
成長力・国際競争力を強化する。あわせて、自立的なイノベーションエコシステムを構築すること。

評価対象税目
義務対象

 　企業が研究開発投資を増加させるインセンティブの更なる向上を図るため、総額型の控除上限引上げを行うともに、
経済のデジタル化等に伴う研究開発手法の変化に合わせた制度の見直し等を行い、措置の適用期限を令和5年3月
31日まで2年間延長する。

努力義務対象

 　H22経産15、H23経産14、H24経産
14、H25経産26、H26経産13、H28経
産14、H30経産07、R1経産05

令和元年度税制改正以後

(1) 試験研究費総額の6～10％（増減試験研究費割合に応じた税額控除割合）（平成29年4月1日から
平成31年3月31日までの間に開始する事業年度（特例年度）は6～14％）の税額控除（当期の法人
税額の25％（特例年度において試験研究費割合が10％を超える場合にはその割合に応じ25％～35％）
を限度）ができる。

(2) 中小企業者等の試験研究費の額については、その総額の12％の税額控除（当期の法人税額の25％
（特例年度において試験研究費割合が10％を超える場合にはその割合に応じ25％～35％）を限度）が
できる。
 なお、特例年度において、増減試験研究費割合が5％を超える場合には、上記の12％の割合をその増減

 試験研究費割合に応じ12％～17％とするとともに、税額控除額の上限を当期の法人税額の35％とする。
(3) 特別試験研究費総額の20％（特別試験研究機関等と共同して行う試験研究費等については30％）

の税額控除（(1)(2)とは別枠で当期の法人税額の5％程度）ができる。
(4) 平成20年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費の額

のうち平均売上金額の10％を超える部分の金額について超過税額控除割合の税額控除（(1)～(3)とは
別枠で当期の法人税額の10％を限度）ができる（(1)(2)の下線部分との選択適用）。

・ 上記(1)の制度について、税額控除割合カーブの転換点を増減試験研究費割合8％にする等の見直しを行う
とともに、試験研究費割合が10％を超える場合には税額控除割合を試験研究費割合に応じて割り増す措置
を新設

・ 上記(2)の制度について、増減試験研究費割合が5％を超える場合における特例の適用要件を増減試験研
究費割合が8％を超える場合とし、試験研究費割合が10％を超える場合には税額控除割合を試験研究費
割合に応じて割り増す措置を新設

・ 上記(3)の制度について、対象となる特別試験研究費の範囲に一定の民間委託研究を追加する等の見直し
を行うとともに、税額控除額の上限を当期の法人税額の10％（改正前：5％）に引上げ

・ 上記(4)の制度を廃止（平成31年4月1日前に開始した事業年度について適用）

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産07） （評価実施府省：経済産業省）

　試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充及び延長
　（試験研究を行った場合の法人税額の特別控除（研究開発税制））

措置内容

令和2年度税制改正以後
 　研究開発税制のうち特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除制度について、対象となる特別試験研究
に、特定用途医薬品、特定用途医療機器又は特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法
人医療基盤・健康・栄養研究所から助成金の交付を受けてその対象となった期間に行われるものを追加

【基本情報】
 制度名

（措置名）

平成30年度時点

H23 9,895 339,473,038 － 4,290,904

H24 11,177 395,158,154 － 4,251,834

H25 12,703 623,974,697 40.9% 4,744,485

H26 12,080 664,865,200 36.4% 5,158,141

H27 12,081 614,210,324 31.9% 3,876,827

H28 12,262 592,586,049 31.8% 3,434,533

H29 11,956 666,007,068 28.6% 3,883,009

H30 10,241 621,574,235 26.1% 4,656,564

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（法人住民税・千円）
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【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項  租税特別措置法第66条の10、第68条の94

要望内容

創設年度 S36 区分 延長

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産08）

 技術研究組合の所得の計算の特例の延長
 （技術研究組合の所得の計算の特例）

措置内容

平成30年度時点    技術研究組合が、組合員に試験研究用資産の取得等をするための費用を賦課し、その賦課金をもって試験研究
用資産の取得等をした場合には、取得価額から1円を控除した金額の範囲内で圧縮記帳ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後

【基本情報】

 制度名
（措置名）

 従前どおり

 従前どおり

過去の政策評価の実績

   試験研究を協同して行う技術研究組合について、円滑な研究開発事業を実施するための環境を整備することを通
じて、共同研究及び研究開発投資の促進を図ることにより、持続的な経済成長に寄与すること。

 措置の適用期限を令和6年3月31日まで3年間延長する。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

   H22経産16、H24経産16、H26経産
14、H29経産07

（評価実施府省：経済産業省）

H23 17 820,164 98.6% 114,171

H24 8 1,034,723 － 137,736

H25 15 2,739,024 99.3% 361,411

H26 13 773,286 99.8% 102,106

H27 7 226,096 － 28,291

H28 15 595,172 97.9% 70,890

H29 10 1,586,751 － 188,320

H30 15 2,472,179 99.5% 293,463

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）
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（評価実施府省：経済産業省）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税 所得税

関係条項

要望内容

創設年度 H29 区分 延長

　租税特別措置法第42条の12の4、第52条の2、第68条の15の5

過去の政策評価の実績 　H28経産12、H30経産08

 　中小企業者等の成長及び発展が日本経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、中小企業者等における生産
性の高い設備やIT化等への設備投資を促進することで、中小企業者等の経営力の向上を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産09）

 　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（中小企業
経営強化税制）の延長
　（中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）

措置内容

平成30年度時点

 　経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等が、特定経営力向上設備等の取得等をした場合には、①即時償
却又は②取得価額の7％（一定の中小企業者等は10％）の税額控除（中小企業投資促進税制及び特定中小
企業者等が経営改善設備を取得した場合の税額控除と合計して当期の法人税額の20％を限度とし、控除限度超
過額は1年間の繰越し）ができる。

令和元年度
税制改正以後

令和2年度
税制改正以後 　従前どおり

　対象設備の見直し

【基本情報】

 制度名
（措置名） 適用件数

（法人税・件）
適用総額

（法人税・千円）

適用額の
上位10社

割合（法人
税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社

割合（法人
税・％）

地方税への影響額
（法人住民税・千円）

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29 10,752 338,818,626 7.0% 40,211,563 3,391 6,919,097 16.0% 892,564

H30 18,613 608,302,783 4.0% 72,204,046 7,856 14,064,648 7.8% 1,814,339

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載
※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）に基づき記載

特別償却 特別控除
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（評価実施府省：経済産業省）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税 所得税

関係条項

要望内容

創設年度 H10 区分 延長

　租税特別措置法第42条の6、第52条の2、第68条の11

過去の政策評価の実績  　H23経産16、H25経産27、H28経産
12、H30経産09

 　中小企業者等は地域の経済や雇用を支え、我が国経済全体を発展させる重要な役割を担っている。成長の底上
げに向けて中小企業者等の設備投資を促進すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産10）

 　中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（中小企業投資促進税制）
の延長
 　（中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除（中小企業投資促進税
制））

措置内容

平成30年度時点

 　中小企業者等が、特定機械装置等の取得等をした場合には、取得価額（船舶は取得価額の75％）の①30％
の特別償却又は②7％の税額控除（特定中小企業者等に限るものとし、特定中小企業者等が経営改善設備を取
得した場合の税額控除及び中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の税額控除と合計して当期の
法人税額の20％を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越し）ができる。

令和元年度
税制改正以後

令和2年度
税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名） 適用件数

（法人税・件）
適用総額

（法人税・千円）

適用額の
上位10社

割合（法人
税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社

割合（法人
税・％）

地方税への影響額
（法人住民税・千円）

H23 21,132 199,548,834 3.8% 27,778,256 15,630 11,510,355 8.4% 1,991,291

H24 24,342 228,168,754 2.9% 30,372,598 18,479 13,168,199 6.0% 2,278,099

H25 27,847 264,189,721 4.5% 34,860,954 22,983 14,926,541 5.7% 2,582,292

H26 31,728 327,212,783 4.6% 43,205,924 29,810 21,389,200 6.2% 3,700,333

H27 30,688 364,708,260 4.9% 45,637,231 32,654 25,387,034 6.3% 3,478,022

H28 38,939 597,087,214 4.1% 71,118,138 34,766 27,503,147 7.6% 3,547,905

H29 34,548 419,359,440 3.8% 49,770,735 32,487 22,996,314 4.9% 2,966,524

H30 26,323 240,848,380 4.1% 28,590,192 28,311 18,595,181 5.3% 2,398,777

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載
※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）に基づき記載

特別償却 特別控除

【R2 経産10】-318-
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-319-
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（評価実施府省：経済産業省）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税 所得税

関係条項

要望内容

創設年度 H25 区分 延長過去の政策評価の実績 　H24経産13、H26経産12、H28経産
15、H30経産10

 　卸売業、小売業、サービス業を営む中小企業者等について、消費税率の引上げ及びこれによる経済情勢の悪化懸
念を見据えつつ、店舗・サービスの質の向上や業務の効率化等に資する設備投資を促進することで、経営の安定化・
活性化を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産11）

 　特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除（商業・サービス
業・農林水産業活性化税制）の延長
　（特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）

措置内容

平成30年度時点

 　特定中小企業者等（認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言を受けた中小企業
者等）が、経営改善設備の取得等をした場合には、取得価額の①30％の特別償却又は②7％の税額控除（一定
の中小企業者等に限るものとし、中小企業投資促進税制及び中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した
場合の税額控除と合計して当期の法人税額の20％を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越し）ができる。

令和元年度
税制改正以後

令和2年度
税制改正以後 　従前どおり

　対象設備の見直し

【基本情報】

 制度名
（措置名）

　租税特別措置法第42条の12の3、第68条の15の4

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社

割合（法人
税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社

割合（法人
税・％）

地方税への影響額
（法人住民税・千円）

H23

H24

H25 873 3,381,747 28.7% 444,527 2,420 1,138,167 14.0% 196,903

H26 1,173 5,830,599 16.7% 767,871 4,289 1,899,842 12.2% 328,672

H27 912 6,551,366 46.8% 819,766 3,980 1,520,301 18.0% 208,282

H28 810 4,143,608 29.1% 493,499 3,690 1,380,493 17.6% 178,083

H29 1,080 7,981,912 24.8% 947,315 4,056 1,861,831 18.0% 240,177

H30 1,002 7,394,264 18.5% 877,108 4,335 1,866,681 18.2% 240,802

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載
※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）に基づき記載

特別償却 特別控除

【R2 経産11】-324-
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＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産12）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税 所得税 個人住民税

関係条項

要望内容

創設年度 － 区分 新設

【基本情報】

 制度名
（措置名）

（評価実施府省：経済産業省）

 中小企業による経営資源集約化の促進に係る税制措置の創設
　（ー）

措置内容

平成30年度時点 　ー

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　ー

　ー

　ー

過去の政策評価の実績

ウィズコロナ／ポストコロナ社会に向けて、地域経済・雇用を担おうとする中小企業による経営資源の集約化等を支援すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

ウィズコロナ／ポストコロナ社会に向けて、地域経済・雇用を担おうとする中小企業による経営資源の集約化等を支援するため、必要な税制措置を創設する。

 ー

【R2 経産12】-330-
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＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2経産13）
【適用状況】

政策目的

法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H30 区分 延長

【基本情報】

 制度名
（措置名）

 （一社）日本卸電力取引所における同一法人内の自己約定取引に対する法人事業税に係る特例措置の延長
　（（一社）日本卸電力取引所における自己約定取引に係る収入金額を控除する収入割の特例措置）

措置内容

平成30年度時点 　電気供給業を行う法人について、卸電力取引所を介して自らが供給を行った電気の供給を受けて当該電気の供給を行う場合において、当該供給を受けた電気の料
金として支払うべき金額に相当する収入金額を、収入割の課税標準である収入金額から控除する。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

　地方税法附則第9条

過去の政策評価の実績 　ー

　措置の適用期限を令和6年3月31日まで3年間延長する。

（評価実施府省：経済産業省）

 課税の公平性を確保すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30 0

適用総額
（法人事業税・千円）

※「地方税における税負担軽
減措置等の適用状況等に
関する報告書」（総務省）
に基づき記載

【R2 経産13】-334-
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